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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像を出力する平板型のディスプレイモジュールと、前記ディスプレイモジュールが固
定するように装着されるリアカバーと、前記ディスプレイモジュールの前方面の縁部を覆
うように前記リアカバーの前方に結合されるフロントカバーとを含んで構成された平板型
表示装置において、
　前記フロントカバーの内側部に前記ディスプレイモジュールの各縁部の側面を固定する
ように支持する支持部材が突出するように形成され、
　前記支持部材は、前記ディスプレイモジュールの各縁部のうち少なくとも一部において
、前記リアカバーの内側であって前記ディスプレイモジュールが配置されている側へ、フ
ック状に折り曲げられた形状をその先端に有し、前記フック状に折り曲げられた形状とな
っている部分が前記ディスプレイモジュールの下端部を支持することを特徴とする平板型
表示装置の結合構造。
【請求項２】
　前記ディスプレイモジュールは映像を出力する液晶パネルと、この液晶パネルの後面に
位置して液晶パネルに光を放出するバックライトアセンブリとから構成されたＬＣＤモジ
ュールであり、このＬＣＤモジュールの液晶パネルとバックライトアセンブリは互いに固
定されず自由な状態で重なって前記フロントカバーの支持部材によって互いに固定するよ
う支持されることを特徴とする請求項１記載の平板型表示装置の結合構造。
【請求項３】
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　前記支持部材はフロントカバーの内測に沿って該フロントカバーと一体型に形成されて
いることを特徴とする請求項１又は請求項２記載の平板型表示装置の結合構造。
【請求項４】
　前記支持部材はフロントカバーの内側に沿って複数個に分離して形成されることを特徴
とする請求項１又は請求項２記載の平板型表示装置の結合構造。
【請求項５】
　前記支持部材の先端がフック形状となっている部分に対面する前記ＬＣＤモジュールの
側壁部分が、前記フロントカバーから後方へ傾斜する形状であることを特徴とする請求項
１又は２記載の平板型表示装置の結合構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は平板型表示装置に関し、特に携帯形コンピュータシステムなどの画面表示装置を
構成する平板型ディスプレイモジュールの結合構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般的に、平板型表示装置はデスクトップコンピュータのモニタだけでなく、特にノート
ブックコンピュータ、ＰＤＡなどの携帯形コンピュータや携帯電話端末機などの小型軽量
化したシステムの実現において必ず必要な表示装置である。かかる平板型表示装置として
は液晶表示装置（ＬＣＤ）、プラズマ表示装置（ＰＤＰ）、電界放出表示装置（ＦＥＤ）
などがあり、これらの平板型表示装置は陰極線管（ＣＲＴ）に比べて視認性に優れており
、平均消費電力においても同じ画面サイズのＣＲＴに比べて少ないだけでなく、発熱量も
少ないため、最近、携帯電話やコンピュータのモニタ、ＴＶなどの次世代表示装置として
脚光を浴びている。
【０００３】
最近、かかる平板型表示装置を装着した携帯形コンピュータなどのシステムは携帯を目的
としている点で次第に軽量薄型化しつつある傾向にあり、このような軽量薄型化を実現す
るために映像を出力するディスプレイモジュールと、このモジュールが装着されるハウジ
ングとの結合がこれらの側面から成されるようにするなどの多様な結合形態が開発されて
いる。
【０００４】
図１～図３は平板型表示装置であって携帯形コンピュータの画面表示装置として使用され
る液晶表示装置（ＬＣＤ）を示すもので、液晶表示装置は、携帯形コンピュータの演算装
置、記憶装置、周辺装置、及びキーボードなどが設けられたコンピュータ本体（図示せず
）の一端にヒンジ結合されるリアカバー３０と、このリアカバー３０に固定するように結
合され、所望の映像を表示するＬＣＤモジュール２０と、前記ＬＣＤモジュール２０の前
面の縁部を覆いつつ支持するよう前記リアカバー３０の角部に沿って結合されるフロント
カバー１００とから構成されている。
【０００５】
前記ＬＣＤモジュール２０は、映像を出力する液晶パネル２１０と、この液晶パネル２１
０の後面に設けられ光を放出させる光源として機能するバックライトアセンブリ２２０と
、前記液晶パネル２１０とバックライトアセンブリ２２０の縁部を囲みつつ固定されるよ
うに支持する四角状の金属シャーシ２３０とからなっている。
ここで、前記バックライトアセンブリ２２０は拡散シート２２６，２２９及びプリズムシ
ート２２７，２２８と、導光板２２４と、反射シート２２５と、これらの構成要素を支持
し且つその一側の角部に光を放出するランプ２２２が内設された四角状のプラスティック
モールドフレーム２２１とからなっている。
【０００６】
従って、前記のような液晶表示装置は、前記液晶パネル２１０及びバックライトアセンブ
リ２２０が金属シャシ２３０により固定されて一つのＬＣＤモジュール２０を構成した後
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、リアカバー３０にネジ締結され、次いで、フロントカバー１００がその前方面に組み立
てられることにより完成される。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した従来の液晶表示装置は、ＬＣＤモジュール２０の金属シャーシ２
３０によって液晶表示装置の全体的な重量が増加するし、厚さの縮小においても限界があ
るという問題を抱えている。
【０００８】
そこで、本発明は上記のような問題点を解決するために成されたもので、平板型表示装置
を構成するディスプレイモジュールとケースとの結合構造を改善して、表示装置の全体的
な重量と厚さを減少させながらディスプレイモジュールをケース内に安定的に設けられる
ようにした平板型表示装置の結合構造を提供することにその目的がある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
このような目的を達成するために、本発明は、映像を出力する平板型のディスプレイモジ
ュールと、前記ディスプレイモジュールが固定するように装着されるリアカバーと、前記
ディスプレイモジュールの前方面の縁部を覆うように前記リアカバーの前方に結合される
フロントカバーとを含んで構成された平板型表示装置において、前記フロントカバーの内
側に前記ディスプレイモジュールの各縁部の側面を固定するように支持する支持部材が一
体に形成されたことを特徴とする。
【００１０】
ここで、前記ディスプレイモジュールは映像を出力する液晶パネルと、この液晶パネルの
後面に位置して液晶パネルに光を放出するバックライトアセンブリとから構成され、前記
液晶パネルとバックライトアセンブリは互いに固定されず自由な状態で重ねられて前記フ
ロントカバーの支持部材により固定するように支持される。
【００１１】
従って、本発明によれば、既存の金属シャーシの機能を果たす支持部材がフロントカバー
に一体に形成されることで、表示装置全体の重量を減らし且つ厚さを減少させ、軽薄化が
実現できるようになる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明による平板型表示装置の結合構造の一実施形態を添付の図面に基づいて詳細
に説明し、その中でも携帯形コンピュータに装着される液晶表示装置ＬＣＤを一例にして
説明する。
【００１３】
図４～図８は本発明による平板型表示装置の結合構造が適用された液晶表示装置を示す図
面であって、液晶表示装置は、演算装置と記憶装置、周辺装置、及びキーボードなどが設
けられたノートブックコンピュータの本体（図示せず）の後端に旋回可能にヒンジ結合さ
れる合成樹脂材質のリアカバー３０と、このリアカバー３０に固定するように結合され、
映像を出力するＬＣＤモジュール２０と、前記ＬＣＤモジュール２０の縁部を覆うように
前記リアカバー３０の前方の角部に沿って結合される合成樹脂材質のフロントカバー１０
０とからなっている。
【００１４】
ここで、前記ＬＣＤモジュール２０は、映像を出力する液晶パネル２１０、拡散シート２
２６，２２９、プリズムシート２２７，２２８、導光板２２４、反射シート２２５、ラン
プ２２２及び、これらの各構成要素を支持する四角状の合成樹脂モールドフレーム２２１
と、前記液晶パネル２１０に光を放出するバックライトアセンブリ２２０とから構成され
ており、前記液晶パネル２１０はバックライトアセンブリ２２０の前面部に固定されず自
由な状態で重ねて載せられる。
【００１５】
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一方、前記ＬＣＤモジュール２０は、前述したように、画面表示装置のケースを構成する
リアカバー３０とフロントカバー１００内に固定するように結合されるが、前記フロント
カバー１００の内側には前記ＬＣＤモジュール２０の液晶パネル２１０及びバックライト
アセンブリ２２０の各縁部の側面が固定支持されるように内側に突出した支持部材１１０
が一体的に形成されている。
【００１６】
即ち、前記フロントカバー１００の支持部材１１０は、フロントカバー１００の内側面と
共に前記自由な状態で重なっている液晶パネル２１０とバックライトアセンブリ２２０の
縁部を支持することで、既存のＬＣＤモジュール２０において液晶パネル２１０とバック
ライトアセンブリ２２０とを互いに固定させる金属シャーシ２３０（図２参照）の機能を
果たすのである。
【００１７】
従って、本発明によれば、金属に比べ相対的に軽量の合成樹脂で支持部材１１０を構成す
ると共に、前記支持部材１１０がＬＣＤモジュール２１０の外側部のみに位置するように
形成されるので、液晶表示装置の全体的な重量が減らせると共に、既存の金属シャーシの
分だけ厚さを減らすことができる。
【００１８】
一方、前記支持部材１１０はフロントカバー１００の両側に位置した部分の先端、又は上
下側に位置した部分の先端がやや内側に切り曲げられる形状を有するように形成できるが
、この場合、前記ＬＣＤモジュール２０が支持部材１１０の内側に配置された時、前記切
り曲げられた部分によってＬＣＤモジュール２０の外側の下端部が支持されることとなり
、ＬＣＤモジュール２０がフロントカバー１００から離脱しやすくならず、しっかりと支
持され得るようになる。
【００１９】
また、前記フロントカバー１００の支持部材１１０は前述したごとく一体型に形成するこ
とができるが、これとは異なって支持部材１１０自体を複数個に分割して形成することも
できるだろう。
この場合にはフロントカバー１００の支持部材１１０とＬＣＤモジュール２０との結合が
更に容易に行われ得るという利点がある。
【００２０】
上記のように構成された液晶表示装置は次のように組み立てられる。
【００２１】
まず、ＬＣＤモジュール２０の液晶パネル２１０とバックライトアセンブリ２２０とが互
いに固定されず自由に重なるようにした状態で、前記フロントカバー１００の支持部材１
１０が液晶パネル２１０及びバックライトアセンブリ２２０の各縁部を支持するようにフ
ロントカバー１００とＬＣＤモジュール２０とを結合させる。
【００２２】
次いで、前記フロントカバー１００の側方に位置した支持部材１１０の外側にネジ締結の
ためのコ字状の断面を有する金属材の補強ブラケット３０５を位置させた後、前記フロン
トカバー１００をリアカバー３０に合わせて、リアカバー３０の側面部を介して前記補強
ブラケット３０５及びフロントカバー１００の側面に図１に示すようにネジ３０２を締結
することによって液晶表示装置の組立が完成する。
【００２３】
勿論、これとは異なって、ＬＣＤモジュール２０が結合されたフロントカバー１００をリ
アカバー３０の前面に一次的に係合させた後、リアカバー３０の後面部からネジを貫通さ
せ、ＬＣＤモジュール２０とリアカバー３０とを結合させることもできるだろう。
【００２４】
一方、上述した実施形態では本発明の結合構造が適用される平板型表示装置として液晶表
示装置を例に挙げているが、その他にプラズマ表示装置などの多様な平板型表示装置にも
同様に適用できるだろう。
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【発明の効果】
以上説明したような本発明によれば、平板型ディスプレイモジュールを構成するディスプ
レイパネル及びバックライトアセンブリを固定させる既存の金属シャーシの機能を果たす
支持部材をフロントカバーに一体に形成させることで、表示装置全体の重量及び厚さを減
らすことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来技術として、一般的な平板型表示装置のうち携帯形コンピュータに使用され
る液晶表示装置の分解斜視図。
【図２ａ】図１の液晶表示装置が結合された状態の測部と下部を切断して示す断面図。
【図２ｂ】図１の液晶表示装置が結合された状態の測部と下部を切断して示す断面図。
【図３】図１の液晶表示装置のうちＬＣＤモジュール構造を示す分解斜視図。
【図４】本発明による平板型表示装置の結合構造を適用した液晶表示装置の正面図。
【図５】図４の液晶表示装置のうちフロントカバーの背面図。
【図６】図４の液晶表示装置の結合構造を示すＩ－Ｉ線断面図。
【図７】図４の液晶表示装置の結合構造を示すII－II線断面図。
【図８】図４の液晶表示装置の結合構造を示すIII－III線断面図。
【符号の説明】
１００：フロントカバー
１１０：支持部材
２０：ＬＣＤモジュール
２１０：液晶パネル
２２０：バックライトアセンブリ
２２１：モールドフレーム
２２２：ランプ
２２４：導光板
２２５：反射シート
２２６，２２９：拡散シート
２２７，２２８：プリズムシート
２３０：金属シャーシ
３０：リアカバー
３０５：補強ブラケット
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